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国
民
健
康
保
険
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

医
療
費
も
節
約
で
き
ま
す
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各地区の農業委員（任期：平成23年７月20日～平成26年７月19日）

▲農地利用状況調査の様子

一
般
の
国
保
に
切

り
替
え
と
な
る
た

め
、
65
歳
の
誕
生

日
の
月
（
誕
生
日

が
１
日
の
場
合
は

前
月
）
の
末
日

平
成
23
年
10
月
２

日
〜
平
成
24
年
９

月
30
日
の
期
間
に

75
歳
に
な
る
人

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
と
な

る
た
め
、
75
歳
の

誕
生
日
の
前
日

退
職
者
国
保
で
あ

り
、
平
成
23
年
10

月
２
日
〜
平
成
24

年
９
月
１
日
の
期

間
に
65
歳
に
な
る

人
と
そ
の
家
族問い合わせ先　津山市農業委員会事務局（市役所４階）332-2159

　農業委員会は、市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、公的に認められた農業者の代表機関
です。農地に関する相談業務や農地の利用状況調査などの幅広い役割を担っています。各地区から選ばれ
た31名の委員と、農業協同組合、土地改良区、市議会が推薦した委員６名で構成されています。

あなたの地区の農業委員

農業委員にご相談ください
　農地に関する相談を受けています。
お気軽にご相談ください。
〈相談内容〉
　農地の売買・贈与など権利の移動
　農地の転用
　農地の貸し借り
　農業者年金のこと
　その他農地に関すること

届け出が必要です
　次のような場合は、農業委員会へ
届け出てください。
　相続や遺産分割、時効により権利
を取得した場合
　法人の合併や分割などによって農
地法の許可を受けずに権利を取得
した場合

　　　農地パトロール月間
　　　(農地利用状況調査）
　優良農地の確保と有効利用に向
け、遊休農地の発生防止と解消、
意欲ある農業者へ農地を集積して
いくため、農地の利用状況調査を
行っています。
　調査の際、農地内に立ち入るこ
ともあります。ご理解とご協力を
お願いします。

期
限
切
れ
の
保
険
証
は
？

　
は
さ
み
で
細
か
く
切
っ
て
捨
て
る
な

ど
、
自
身
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
証
の
裏
面
が
変
わ
り
ま
し
た

　
臓
器
移
植
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ

れ
、
保
険
証
の
裏
面
に
臓
器
提
供
の
意

思
の
有
無
を
記
載
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
（
記
入
は
任
意
）。

臓
器
移
植
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

社
団
法
人
日
本
臓
器
移
植
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
3
０
１
２
０-
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１
０
６
９

（
携
帯
電
話
か
ら
は
3
03-

３
５
０

２-

２
０
７
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）

Ｑ
先
月
就
職
し
た
会
社
で
新
し
い
保

険
証
を
も
ら
い
ま
し
た
が
、
国
保

の
保
険
証
が
ま
た
届
き
ま
し
た
。

ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
資
格
の
変
更
が
あ
れ
ば
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。
放
っ
て
お
く
と
、
保

険
料
の
二
重
払
い
に
も
な
り
ま
す

の
で
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支

所
市
民
生
活
課
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
新
し
く
で
き
た
保
険
証
（
会
社

の
保
険
証
）

②
国
保
の
保
険
証

③
世
帯
主
の
印
鑑
（
認
印
）

１　
重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
同
じ
病
気
で
い
く
つ
も
の
病
院
に
か

か
っ
た
り
、
症
状
が
改
善
し
な
い
か
ら

と
い
っ
て
、
次
々
と
医
療
機
関
を
替
え

る
こ
と
は
、
診
察
、
検
査
な
ど
の
繰
り

返
し
に
な
り
医
療
費
が
か
さ
み
ま
す
。

２　
時
間
外
・
休
日
診
察
は
な
る
べ
く

避
け
ま
し
ょ
う

　
急
病
な
ど
を
除
い
て
、
診
療
時
間
内

に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
時
間
外
受
診
は

割
増
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

３　
か
か
り
つ
け
医
（
ホ
ー
ム
ド
ク
タ

ー
）
を
も
ち
ま
し
ょ
う

　
気
軽
に
相
談
で
き
、
信
頼
で
き
る
医

師
が
身
近
に
い
る
と
安
心
で
す
。（
６

ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
あ
り
）

４　
薬
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

　
医
師
の
指
示
以
上
に
薬
を
欲
し
が
っ

た
り
、
自
己
判
断
で
薬
を
使
用
し
た
り

す
る
こ
と
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

５　
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
）
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発
医

薬
品
と
同
等
の
効
能
効
果
を
持
つ
医
薬

品
で
、
費
用
が
安
く
な
る
薬
も
あ
り
ま

す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
を

希
望
す
る
場
合
は
、
医
療
機
関
や
薬
局

に
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

６　
毎
年
、
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
健
診
で
病
気
を
早
期
発
見
で
き
れ
ば

健
康
を
維
持
で
き
、
医
療
費
の
節
約
に

つ
な
が
り
ま
す
。

10
月
以
降
に
病
院
で
受
診
す
る
時
は
、

新
保
険
証
を
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
保
険
証

は
、
年
に
１
度
更
新
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
（
緑
色
）
の

有
効
期
限
は
「
平
成
23
年
９
月
30
日
」

で
す
。
新
し
い
保
険
証
（
ク
リ
ー
ム
色
）

を
９
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
記

載
事
項
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
に
注
意
！　

　
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
「
平

成
24
年
９
月
30
日
」
で
す
が
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、
有
効
期
限

が
平
成
24
年
９
月
30
日
以
前
の
日
付
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
該
当
者
に
は
、
有
効
期
限
が
切
れ
る

前
に
新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
７
番
窓
口
）
3 

32 -

２
０
７
１
ま
た
は

　

各
支
所
市
民
生
活
課

　
皆
さ
ん
が
納
め
る
国
民
健
康
保
険(

国
保)

料
は
、
病
院
で
受
診
し
た

時
の
医
療
費
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
化
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
や
経
済
不
況
の
影
響
で
、
国
保
財
政
は
非
常
に
厳

し
く
、
こ
の
状
況
が
続
く
と
国
保
の
財
源
が
不
足
し
、
皆
さ
ん
の
保
険
料
の
負
担
額

が
大
き
く
な
り
ま
す
。

　
次
の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
す
る
こ
と
で
医
療
費
の
節
約
に
つ
な
が
り
ま
す
。

９～11月

有
効
期
限

条　
件


